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資料１ 事故等の報告に基づく行政指導と主な改善報告
担当局 発出先 発出者 通 知 指導内容 報 告 主な改善報告内容

北海道 株式会社 鉄道部長 H25. 2.18 索道運転事故の防止につい H25. 6.26 １．点検整備について

運輸局 マックア ては、機会あるごとに注意を ① 握索機について

ースリゾ 喚起してきたところである 運転再開時の緊急対策として、全搬器について

ート北海 が、平成２５年２月１６日、 リージングローラーとランニングローラーを測定

道 貴社オーンズクワッドリフト し、リージングローラーは使用限度９２ｍｍのと

代表取締 において搬器落下事故が発生 ころ実測値９３ｍｍ以下の物は全て交換した。ま

役 した。この事故において幸い たランニングローラーは使用限度１５７ｍｍのと

にも死傷者はなかったが、こ ころ実測値１５８ｍｍ以下の物は全て交換した。

のような事故は乗客が死傷す 今後は、握索機整備記録簿に新品寸法と使用限

るおそれがあり、誠に遺憾で 度寸法を明記して、一目で判別できるように改定

ある。 し、使用限度を超えた部品は必ず交換するように

また、事故発生直前に不完 徹底すると同時に、索道技術管理者は必ず適合検

全握索検知により非常停止し 査時に、握索機整備記録簿を再確認することを徹

たにもかかわらず、それに対 底する。

する措置が不適切であったこ ② 握放索関連装置及び保安装置について

とは、貴社における運転事故 握放索関連装置及び保安装置の寸法測定表を作

等に係る理解が不十分である 成し、それに基づいて確実に点検整備を実施する。

ものと考えられる。 また、測定に関しては専用治具を使用し、正確に

よって、今回の事故につい 測定することを徹底する。

て早急に原因究明を行い再発 メーカーの取扱説明書等にある保守管理につい

防止対策を講ずるよう厳重に て再教育すると同時に、保守管理に関する講習会

警告する。 や実習会等に積極的に参加し、技術力の向上を図

なお、事故原因及び講じた る。

措置等について、速やかに文 ２．保安装置作動時の対応について

書で報告されたい。 保安装置が作動した場合、必ず検知した搬器を

逆転して停留場内に移動させ、近距離による目視

及び触診により握索状況を確認する。

異常が無ければ保安装置を復帰して、減速運転

（１．０ｍ／ｓ）にて状況を確認後、通常運転に

切り替える。異常があればその搬器を取り外して

格納した上で分解点検等を行う。また、安全な場

所に搬器を移動したら、減速運転（１．０ｍ／ｓ）

にて状況を確認し、安全が確認された後、通常運

転に切り替える。

保安装置の機能と作動した場合の対処方法（確

認箇所）等をマニュアル化し、索道係員に徹底を

図る。また、何時でもマニュアルを確認できるよ

うに運転室等に常備する。

保安装置が作動した場合の対処マニュアルに沿

って適切に行われたことの確認や運転再開にあた

っての安全確認の体制を明確にする。

３．運行管理体制について

今後、索道技術管理者または索道技術管理員の

どちらかが必ず勤務するように、索道技術管理員

を増員する。また同時に、索道技術管理者が不在

の場合には迅速に連絡をとれるように徹底する。

４．索道係員に対する教育訓練について

運転再開時の緊急対策として、係員に対して本

件に関する教育指導を平成25年2月19日に行った。

さらに、今後二度とこのような事故の無いように

周知徹底させるために、平成25年2月23・24日に

講習会「自動循環式特殊索道の運転取扱と事故及

びインシデント発生時の対応について」を開催し

たうえで、平成25年2月25日からの営業運転をし

た。

今後も各保安装置作動時の取扱いや事故及びイ

ンシデント発生時の対応について継続して教育を

実施する。
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平成２３年度の行政指導を行ったもので平成２４年度に改善報告があったもの

担当局 発出先 発出者 通 知 指導内容 報 告 主な改善報告内容

関東 株式会社 鉄道部長 H24. 1. 4 索道運転事故の防止につい H24.10.14 １．係員の教育、訓練等について

運輸局 草津観光 ては、機会あるごとに注意を ① 1月5日、今回の事故を踏まえ株式会社草津観

公社 喚起してきたところである 光公社 代表取締役が索道事業に従事する職員

安全統括 が、平成２３年１２月２９日、 及び冬季臨時職員を全員招集し、安全運行のあ

管理者 貴社、草津国際スキー場殺生 り方について再度通告するとともに安全統括管

クワッドリフトにおいて、搬 理者が事故の全貌を説明し、事故の再発防止に

器落下事故が発生した。この 努めるべく日常点検のあり方から非常時の対応

事故において幸いにも死傷者 までを講義した。

はなかったが、このような事 ② 1月9日、安全統括管理者が索道技術管理者を

故は、乗客等が死傷するおそ 再度招集、日常の行動指針「基本を忘れず」「報

れがあり、誠に遺憾である。 告・連絡・相談」を実施し、スキー場利用者へ

また、事故発生後、鉄道事 の安全管理が行き届くよう徹底すべくまた、現

故等報告規則第６条に定める 場でのヒューマンエラー防止策について日頃の

速報が不正確であったこと 心構え、どのような原因で事故が起きてしまっ

は、貴社における運転事故等 たのか、必ずその原因を究明することを指導し

に係る理解が不十分であるも た。

のと考えられる。 ③ 2月14日、草津町町長が営業終了後に索道課職

よって、今回の事故につい 員を招集し、今後の安全対策に向けて、社外か

て早急に原因究明を行い再発 ら索道技術指導者を招き、施設の管理方法及び

防止対策を講じるとともに、 点検方法等の指導を仰ぐとともに、より安全な

運転事故速報のあり方につい スキー場の運営に努めるよう訓辞を行い、これ

て検証を行うよう厳重に警告 を踏まえて、平成24年2月23日から約一週間程

する。 度、第2回目として、3月26日から30日までの5

なお、事故原因及び講じた 日間索道技術指導者が来場し、当社の索道担当

措置等については速やかに文 者の指導を行っております。

書をもって報告されたい。 ④ 2月23日、リフトメーカーからの索道技術指導

者を招き、施設の管理、点検方法を直接指導し

て頂き、安全なリフト運行方法を再確認した。

今後も社外技術指導者を招いて技術指導を仰ぐ

事とする。

２．施設の整備等について

① 1月6日、リフトメーカーに依頼し、「御成山第

1ロマンスリフト」・「天狗山クワッドリフト」・

「殺生クワッドリフト」の受索装置の点検を実

施した。（点検の結果、異常なし）

② 脱索に至った際についた索条の傷等の点検方

法として始業前点検、終了後の点検は目視も含

め慎重に行う。また、シーズン終了後にリフト

メーカー指摘箇所を重点的に補修、調整を行っ

ている。

③ 1月8日、脱索検出装置の全点検と内部にサビ

等が発生している装置については交換を行っ

た。

④ 2月29日、フランジリング溝部に塗装がされて

いないことと、フランジリングが適正に挿入さ

れていることを確認した。今後、フランジリン

グの溝部に塗装を行わないことを徹底する。

⑤ 6月14日、4号支柱下り線の受索装置の再調整

を行い、事故により損傷した部品を交換した。

⑥ 6月14日、線路中の受索装置のセンターを確認

し、必要箇所は調整を行った。

３．線路周辺の支障物の除去について

① 樹木伐採まで始業点検において、徒歩並びに

スキー等で各所の点検、支障物の確認や除去等

を行う。

② 国立公園、国有林であるため、環境省及び吾

妻森林監理署に申請を行い、シーズン終了後の

伐採許可を頂き、線路に近接する支障木を除去

した。
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また、毎年シーズン前にも線路に支障するお

それのある支障木、枝、蔓等の除去を行う。

４．異常発生時の対応について

① 索道が非常停止した際の安全確認は、技術管

理者及び技術管理員の２名以上で現地にて必ず

確認することを徹底する。なお、技術管理者又

は技術管理員が不在の場合は、相当の係員が代

行する。

② 原因については事務所内索道課に正確な連絡

を入れ、速やかに対処する。

③ 処置は憶測によらず、知り得た情報を基に原

因の究明を行い、必要な対策を講じ、安全を確

認した後に運転を再開する。

④ 事故速報は技術管理者より直接運輸局へ速や

かに報告し、事象に訂正があった場合にも速や

かに連絡する。

５．社内の体制について

① 営業運転の際は、監視の強化を行い、係員乗

車でのパトロール巡回の回数を増やし、安全確

認の強化を行う。

② 2月9日、索道事務所及び各技術管理者用の無

線機を新たに導入し、事故発生時等は、無線機

を携帯し何時でも連絡を取れる体制とした。

③ 日々の運行終了後に技術管理者が中心となり、

その日の出来事、普段とは違うと感じた箇所の

報告、対策等についてのミーティングを行う。

④ 技術管理者及び係員は日頃から正常な状況を

把握し、少しでも異常と思われることは、必ず

上司に報告を入れる。

⑤ 社内での機械操作研修の再教育は定期的に行

い、徹底させる。

６．不正確な速報の再発防止対策

平成23年12月29日の事故速報については、現場

での正しい状況の把握をせず事務担当者が事象を

「脱索」として運輸局の担当者に報告を行った。

今後は、迅速で正確な情報を把握するために、

新たに各技術管理者用に無線機を携帯させ、索道

課事務所内には、スキー場内全てのリフト、ロー

プウェイからの情報を受信、把握できるように新

規に基地局を設置した。

また、運転係員に索道運転事故と報告対象とな

るインシデントの違いを理解させる為、各技術管

理者が運転係員に対しての再教育を行い、速報対

象となる事象、速報の連絡先等の掲示を見やすい

場所に移動して、迅速な対応を行えるようにした。

さらに、事故速報は、技術管理者が直接報告す

る事とし、事象に訂正があった場合にも速やかに

連絡する事とする。

今回の事故を踏まえ、報告の大切さを再度周知

するとともに徹底し、今後、万が一事故が発生し

た場合には、現場索道技術管理者を中心に情報を

集約し、正確な事故速報を作成並びに報告し、随

時最新の詳細情報を報告できる体制を確立する。
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担当局 発出先 発出者 通 知 指導内容 報 告 主な改善報告内容

東北 株式会社 鉄道部長 H24. 2.17 索道の安全確保について H24. 5.30 １．教育研修会（H24.3.21～22実施)において係員

運輸局 セラヴィ は、機会あるごとに注意を喚 （中間報 全員に対し今回のインシデント（脱索）の事故概

リゾート 起しているところであるが､ 告） 要、原因、再発防止策について周知徹底した。

泉郷 平成２４年２月１６日、貴社 ２．索道施設の修繕・交換についての処理連絡体制

安全統括 の「天鏡台ゴンドラリフト」 を明確に定め、係員全員に周知した。

管理者 において、インシデント(脱 ３．索道施設の保守管理については索道施設の点検

索）が発生した。幸いにも死 をメーカーに依頼し、不適合な施設の箇所につい

傷者はなかったものの、重大 て修繕、整備することにした。

な事態に発展するおそれがあ (平成２４年１１月までに施設修繕する予定）

り、誠に遺憾である。 H24.12.13 １．研修会（H24.10.8、H24.12.11～12実施)におい

ついては、本インシデント （最終報 て社員・係員に対し今回のインシデント（脱索）

の原因を究明し､再発防止対 告） の重要性について周知した。

策を講じるよう警告する。 ２．不適合な索道施設の箇所について修繕、整備を

なお、原因及び講じた措置 行った。（H24.11.21完了）

等については､速やかに文書

で報告されたい。
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資料２ 重大な事象が発生した場合等、特に必要がある場合に実施した特別保安監査における
行政指導と主な改善報告

担当局 発出先 発出者 通 知 指導内容 報 告 主な改善報告内容

北海道 株式会社 運輸局長 H25. 3.29 １．索道施設及び検査記録に H25. 4.30 １．について

運輸局 マックア ついて以下の事実を確認し （１）について。

ースリゾ た。 当該脱索検出装置のリミットスイッチについ

ート北海 (1) オ－ンズ・リフトＡ第 て、3月11日に工事計画の通りの位置に設置。

道 １号支柱実線側脱索検出装 施設については、監査時の状態で前事業者から譲

代表取締 置について、リミットスイ 渡を受けたため、工事計画の図面と同じであるか

役 ッチの位置が工事計画と相 確認を行っていなかった。

違していること。 今後は、来期の適合確認検査時に関係法令に対

(2) オ－ンズ・リフトＡ過 する索道施設の適合性を再確認し、施設の修繕・

負荷保護装置が動作しない 改善を行う場合は、索道技術管理者が、手続きの

状態であったこと。 要・不要を十分確認し実施するとともに、改修・

(3) オ－ンズ・リフトＡの 改善実施後、営業運転前に工事図面と現状施設と

救助装置について、第３号 の確認を行う。

支柱の伸縮ポールが配置さ （２）について。

れていなかったこと。 2012年の10月頃、当該過負荷保護装置の故障が

(4) オ－ンズ・クワッドに 判明し、索道メーカーに修理の依頼を行ったが、

ついて、脱索検出装置の一 当該装置が製造中止と報告を受け、具体的な修理

部において、当該装置本体 プランの提示がなかったため、索道メーカー以外

と取付け金具との間に緩み の電気機器メーカー等に相談しながら、自社での

があり当該装置が脱落する 修理方法ついて検討していたが、結果的には放置

おそれがある状態であった 状態となった。

こと。 4月4日に当社専属の電気設備業者を通じて同装

(5) オ－ンズ・リフトＡ及 置の電気メーカーと協議した結果、現存のものと

びオ－ンズ・クワッドの適 同仕様の代替品があることが判明、4月11日に交

合確認検査及び始業点検の 換した。

記録の一部について、 結 今後は、索道施設の適合性を検査等により再確認

果が適切に記録されていな し、不具合が判明した場合には迅速に復旧します。

かったこと。 また、故障状態を放置しないため、故障内容・

(6) オ－ンズ・クワッドに 処置方法及び対策実施日など記録に残し、索道技

ついて、第７号支柱空線側 術管理者及び安全統括管理者補佐の検印欄を設

及び第８号支柱実線側の受 け、実施状況を確実に確認する。

索装置に傾きがあったこ （３）について。

と。 オーンズ・クワッドリフトで2月26日に発生し

よって、必要な措置を講 た救助において、本来、クワッドリフトの救助体

ずるとともに、索道施設に 制上、必要のないリフトＡの救助装置を使用し、

ついて確実な整備・検査を その後、元に戻し忘れてしまった。また、2月27

実施する体制を構築するこ 日に1月検査を実施しているが索道技術管理者は

と。 所定の場所にあるものと思い込み、実際に目視確

また、これらの施設及び 認せずに救助装置の配置に良と記載した。

検査記録の重要性につい 第３支柱に戻し忘れていた伸縮ポールについて

て、係員に十分認識させる は３月８日に配置した。

よう教育訓練を実施するこ また、3月15日に教育講習会にて、整備細則に

と。 基づく１月検査の確実な実施方法について、索道

２．ばね異常検出装置が動作 技術管理者及び索道技術管理員に周知・徹底し

したにもかかわらず、適切 た。

な処置を講じていなかっ なお、来期の営業開始前の教育において、再度、

た。 周知・徹底する。

よって、各保安装置動作 また、これまで1月検査については、昨年、前

時の取扱いを係員に徹底す 事業者から譲渡を受けてから本年度2月までは、

るとともに、これら保安装 索道技術管理者が1人で行っていたが、来期から

置の機能を十分理解させる 検査実施者を索道技術管理者、索道技術管理員2

よう教育すること。 名の計３名で検査を実施する体制として、検査記

また、教育については、 録のチェック体制として、記録簿に索道技術管理

適切に実施し、実施人員、 者及び支配任の検印欄を設け、記録内容を確認す

実施内容等を確実に管理す る。

ること。 （４）について。

3月15日に全支柱について、当該ブラケットの取
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３．オ－ンズ・クワッドにつ 付けボルトについて点検ハンマーにて緩みの確認

いて、閉口ガイドシューの を実施。その結果、７号支柱締め付けを実施した。

一部に偏摩耗が見受けられ ７号支柱以外は問題は無かった。

た。 また、その後の運転による緩みが発生していな

よって、握索に係る設備 いか、再度4月15日に当該ブラケットの取付けボ

について適正に管理するこ ルトの状態を確認し増し締めを実施。

と。 当該取り付けボルトの緩みについては、営業運

転による振動で脱索検出ブレークフォークのブラ

ケットの取付けボルトが緩んだものと思われる

が、2月27日に実施した1月検査では、支柱に登ら

ず地上から確認していたため目視では発見できな

かったものと思われる。

来期からの1月検査の実施にあたっては、索道

技術管理者、索道技術管理員2名の計３名で検査

を実施する体制とし、必ず、支柱に登り、当該ブ

ラケットの取付け状態を目視確認する。

（５）について。

始業点検、適合確認検査の記録については、索

道技術管理者が確認し良否の判断をすることとし

ていたが、その確認が不十分であったため記録漏

れが発生。

また、逆転検出装置等保安装置の機能及び構

造について、索道技術管理者、整備係員が十分に

理解していない等、索道施設の整備検査体制に対

する不備も判明。

3月15日に適合確認検査を行う係員に対し教

育を行い、検査の実施方法について教育し徹底し

た、また、始業点検の実施方法については、その

他の季節雇用の従業員の方を含め、適合確認検査

を行う前にもう一度、教育を実施する。

また、朝礼、ミーティング等で始業点検簿の試

運転記録を正確に記載することについて確認・指

導を実施。

今後の対策として、これまで始業点検簿の確認

は、点検実施者、索道技術管理者で行っていたが

ダブルチェックを強化するために支配人の検印欄

を設け、3名で記録内容を確認する。また、始業

点検簿について、試運転の点検項目に「運転状態

の適否」が不足していたため点検項目を追加。

（６）について。

索受装置の経年劣化（ブッシュ・ピン等の摩耗）

によるもだと思われる。

4月23日に索受装置が垂直になるようにライナ

ー調整を実施した。

今後、索受装置についてはシーズン終了時に垂

直度の計測を実施し、管理値(垂直に対して1.5

度未満)を超えたものについてはライナー調整を

行い、調整後さらに管理値を超えた場合には索受

装置の分解整備を行い必要部品の交換を行う。

十分な知識と技術力を持った技術管理者を選任

し、索道施設についてシーズン前に確実に適合確

認検査を行う。

また、係員に施設及び検査記録の重要性を十分

認識させるよう営業開始前までに教育を実施す

る。今後、シーズン終了時に整備検査を実施した

うえで整備計画を作成し、予防保全も含めて検査

及び整備を行う体制を構築する。

２．について

3月23日に再度、係員に対し、保安装置の機能

を十分理解させるように教育し、各保安装置動作

の取扱を徹底した。
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また、運転、監視室に簡易的な取扱マニュアル

を常備して係員がすぐに確認できるようにした。

今後は、正社員及びその他の季節雇用の従業員

も含めて、来期の営業開始前までに教育を実施し、

各保安装置動作時の取扱いを係員に徹底する。な

お、教育を実施した場合は、実施日・出席者・講

義内容を確実に記録し、欠席者の有無を確認、受

講予定者が確実に受講できるように管理する。

３．について

握索機のランニングローラー及びリージングロ

ーラーの摩耗により、握索動作においてさらばね

シャフト～クランプピースで形成する動作機構

が、ばね力の中立点(デッドポイント)をスムーズ

に通過できずに進行し閉口ガイドシューと接触す

ることで強制的に閉口され、その接触により偏摩

耗が発生したと思われる。

リージングレバーのバックラッシュが基準内

（寸法検査による）であることやメインパーツ・

クランプピース握子部の異常摩耗（目視点検によ

る）がないことから、ランニングローラー及びリ

ージングローラーの摩耗量の大きいものは新品と

交換することにより、さらばねシャフト引量不足

が発生せず、閉口ガイドシューの偏摩耗は防げる

と考えます。ローラー関係は2月20日～21日に交

換済で閉口ガイドシューについては6月30日に交

換予定。

適合確認検査時に握索機と場内機器と寸法確認

（場内機器寸法測定表の項目を専用の測定工具を

購入して測定）を実施して、握放索関連機器及び

保安装置のクリアランス動作確認を確実に実施致

し、握索に係る設備について適正に管理する。


		2025-12-17T20:15:47+0900
	morita-y22ad




